
寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋萬

代

悠

は

じ

め

に

本
稿
は
、
南
泉
州
（
和
泉
国
南
部
）
に
位
置
し
た
岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
と
、
そ
れ
を
支
え
た
七
人
庄
屋
の
基
本
的
機
能
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

南
泉
州
は
、
織
豊
期
か
ら
近
世
初
期
ま
で
、
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
羽
柴
秀
吉
の
根
来
討
伐
、
大
坂
夏
の
陣
に
伴

う
樫
井
合
戦
は
、
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
活
躍
し
た
の
は
、
中
世
以
来
の
土
豪
層
で
あ
っ
た
⑴
。
彼
ら
の
多
く
は
、
合
戦
を
経

験
し
た
「
郷
士
」
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
い
た
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
小
領
主
と
し
て
在
地
社
会
に
君
臨
し
て
い
た
⑵
。

こ
の
点
、
岩
城
卓
二
氏
は
、
幕
府
に
よ
る
畿
内
近
国
の
軍
事
拠
点
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
徳
川
系
大
名
領
の
配
置
を
論
じ
て
い
る
⑶
。

そ
こ
で
は
、
①
畿
内
近
国
に
配
置
さ
れ
た
徳
川
系
大
名
に
は
、
小
領
主
を
取
り
込
み
、
在
地
社
会
を
掌
握
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た

こ
と
、
②
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
松
平
康
重
が
岸
和
田
藩
主
と
し
て
配
置
さ
れ
た
の
は
、
幕
府
が
畿
内
近
国
の
軍
事
拠
点
化
を
進
め

る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
岸
和
田
藩
は
、
旧
土
豪
層
が
多
数
存
在
し
た
南
泉
州
で
、
ど
の
よ
う
に
在
地
社
会
を
掌
握
し
て
い
っ
た
の
か
。
松
平
時
代
に

は
、
旧
土
豪
層
で
あ
る
八
人
が
郷
士
代
官
・
代
官
庄
屋
・
筆
頭
庄
屋
と
し
て
登
用
さ
れ
、
八
人
庄
屋
制
が
成
立
し
た
⑷
。
そ
の
う
ち
、
郷
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士
代
官
・
代
官
庄
屋
の
六
人
が
藩
領
村
々
を
分
割
し
て
支
配
し
て
い
た
が
、
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
入
封
し
た
岡
部
宣
勝
は
、
八

人
庄
屋
制
を
廃
止
し
た
。
そ
の
後
、
八
人
庄
屋
を
つ
と
め
た
五
家
に
、
新
た
に
二
家
が
加
わ
る
形
で
七
人
庄
屋
制
が
確
立
し
た
。
七
人
庄

屋
は
、
岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
を
支
え
る
重
要
な
役
職
と
し
て
、
創
設
以
降
、
近
世
を
通
じ
て
存
続
し
た
。
岸
和
田
藩
は
、
旧
土
豪
層
を

地
方
支
配
機
構
の
な
か
に
取
り
込
み
、
彼
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
領
内
支
配
を
確
立
・
展
開
し
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
七
人
庄
屋
は
、
岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
の
中
核
を
担
い
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
中
間
層
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
研
究
は
、
摂
州
尼
崎
藩
や
紀
州
和
歌
山
藩
の
大
庄
屋
研
究
に
比
べ
て
、
大
幅
に
停
滞
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
川
上
雅

（
庄
）

氏
に
よ
れ
ば
、「
七
人
庄
屋
は
、
代
官
荘
屋
と
は
ち
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
郷
村
を
も
た
ず
、
毎
月
岸
和
田
郷
会
所
に
つ
め
て
、
郡

代
の
諮
問
に
応
じ
、
農
政
全
般
に
参
画
」
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
七
人
庄
屋
の
基
本
的
機
能
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
⑸
。
一

方
、
七
人
庄
屋
の
格
式
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
七
人
庄
屋
の
帯
刀
を
め
ぐ
る
大
坂
町
奉
行

所
の
対
応
、
あ
る
い
は
七
人
庄
屋
の
序
列
や
格
式
の
獲
得
過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
⑹
。
し
か
し
、
七
人
庄
屋
の
基
本
的
機
能
が
検
討
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
七
人
庄
屋
に
対
す
る
格
式
付
与
と
七
人
庄
屋
に
求
め
ら
れ
て
い
た
機
能
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
合
う
の
か
、
と

い
う
課
題
が
残
る
。
そ
も
そ
も
、
岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
の
基
礎
構
造
│
│
中
間
支
配
機
構
の
あ
り
方
│
│
す
ら
現
段
階
に
お
い
て
十
分

に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
七
人
庄
屋
の
一
人
で
あ
る
要
源
太
夫
家
を
中
心
に
、
七
人
庄
屋
の
基
本
的
機
能
を
検
討
し
、
七
人
庄
屋
へ
の
特
権

免
許
と
七
人
庄
屋
の
機
能
と
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
⑺
。
こ
れ
は
、
岸
和
田
藩
が
旧
土
豪
層
を
ど
の
よ
う
に
利
用

し
、
い
か
に
領
内
支
配
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
試
み
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
対
象
時
期
は
、
寛
政
期
を
中
心
と
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
本
稿
で
主
に
検
討
す
る
要
源
太
夫
家
は
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
七
人
庄
屋
と
な
る
こ
と
、
②
寛
政
元
年

以
降
、
七
人
庄
屋
の
格
式
が
明
確
化
・
序
列
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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一

岸
和
田
藩
の
地
方
支
配

本
章
で
は
、
岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
機
構
を
確
認
し
、
七
人
庄
屋
の
存
在
形
態
を
概
観
す
る
。

岸
和
田
藩
は
、
大
坂
と
紀
伊
国
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
し
、
泉
州
南
郡
・
日
根
郡
に
ま
と
ま
っ
た
所
領
を
有
し
て
い
た
。
元
和
五
年
（
一

六
一
九
）、
小
出
吉
英
に
代
わ
っ
て
松
平
（
松
井
）
康
重
が
丹
波
国
篠
山
か
ら
五
万
石
で
入
封
し
た
。
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
に
は
、

所
領
に
良
田
が
多
い
こ
と
を
理
由
に
、
石
高
二
割
増
し
が
認
め
ら
れ
、
表
高
六
万
石
と
な
っ
た
。
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
〇
）、
岡
部
宣

勝
が
摂
津
国
高
槻
か
ら
六
万
石
で
入
封
し
た
。
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
は
、
二
代
目
の
岡
部
行
隆
が
弟
に
分
知
し
た
た
め
、
以
後
岸

和
田
藩
は
五
万
三
〇
〇
〇
石
と
し
て
幕
末
期
ま
で
続
い
た
。
な
お
、
史
料
的
制
約
か
ら
、
松
平
時
代
の
八
人
庄
屋
制
の
実
態
を
解
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
岡
部
時
代
（
特
に
一
八
世
紀
以
降
）
の
地
方
支
配
を
検
討
し
て
い
く
。

岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
は
、
郡
代
が
代
官
・
地
方
・
池
川
方
・
宗
旨
方
を
統
括
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。
か
か
る
藩
役
人
と
、
領
民

と
の
間
を
媒
介
す
る
役
職
と
し
て
、
七
人
庄
屋
が
置
か
れ
て
い
た
。
七
人
庄
屋
に
つ
い
て
は
、
①
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
一
般
の
庄
屋
と

は
異
な
る
待
遇
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
②
い
ず
れ
も
各
村
の
庄
屋
で
あ
る
と
同
時
に
、「
大
庄
屋
の
役
割
」
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
③

「
藩
と
領
内
村
々
と
の
上
意
下
達
・
下
情
上
申
の
仲
介
を
す
る
こ
と
が
第
一
の
職
務
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
⑻
。

ま
た
、
岸
和
田
城
内
の
「
御
勘
定
所
」
の
一
角
に
設
置
さ
れ
て
い
た
郷
会
所
（
会
所
）
が
、
藩
の
地
方
支
配
を
担
う
重
要
な
役
割
を
持

っ
て
い
た
⑼
。
郷
会
所
は
、
七
人
庄
屋
を
中
心
に
領
内
の
庄
屋
が
必
要
に
応
じ
て
参
会
し
、
様
々
な
合
議
を
行
う
集
会
所
で
あ
っ
た
。
特

に
七
人
庄
屋
は
、
藩
役
人
か
ら
の
諮
問
に
対
し
て
答
申
を
行
う
た
め
に
、
郷
会
所
で
合
議
を
行
い
、
領
内
の
村
々
の
意
向
を
集
約
し
て
い

た
と
さ
れ
る
。
一
方
、
岸
和
田
城
三
の
曲
輪
に
あ
っ
た
「
御
勘
定
所
」
の
敷
地
内
に
は
、
郷
会
所
で
あ
る
別
棟
と
、
様
々
な
藩
役
人
が
詰

め
る
本
棟
が
存
在
し
た
。
郷
会
所
は
、
藩
の
郷
中
（
地
方
）・
町
方
へ
の
取
次
機
関
で
あ
っ
た
。
他
方
、
藩
役
人
の
触
は
郷
会
所
を
介
し

寛
政
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て
伝
達
さ
れ
た
が
、
毎
年
伝
達
さ
れ
る
領
内
村
々
へ
の
連
絡
事
項
は
、
郷
会
所
の
名
義
で
触
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
以
上
か

ら
藩
役
人
は
、
郷
会
所
を
軸
に
地
方
支
配
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、「
領
内
統
治
の
民
政
機
関
」
と
し
て
の
機
能
を
持
っ

て
い
た
郷
会
所
は
、
藩
役
人
の
指
示
・
伝
達
を
媒
介
す
る
だ
け
で
な
く
、
領
内
の
庄
屋
が
合
意
形
成
を
図
る
合
議
の
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
郷
会
所
に
交
替
で
詰
め
、
支
配
│
被
支
配
間
の
調
整
的
機
能
（
矛
盾
回
避
機
能
）
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る
七
人
庄
屋
の

存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
七
人
庄
屋
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
合
議
を
行
い
、
藩
役
人
へ
の
上
申
や
意
見
の
集

約
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
た
か
は
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
七
人
庄
屋
は
、「
大
庄
屋
」・「
大
庄
屋

七
人
衆
」
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
⑽
。
そ
の
た
め
、
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
制
は
、
他
藩
の
大
庄
屋
制
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
理
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
尼
崎
藩
・
和
歌
山
藩
の
大
庄
屋
制
と
の
対
比
を
し
つ
つ
、
岸
和
田
藩
の
地
方
支

配
と
七
人
庄
屋
（
七
人
庄
屋
制
）
を
再
検
討
し
て
い
く
。

岸
和
田
藩
の
行
政
単
位
と
地
域
的
入
用

岸
和
田
藩
領
に
は
、
お
よ
そ
五
〜
一
六
ヶ
村
ご
と
に
郷
・
庄
・
谷
の
ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
。
こ
の
九
つ
の
郷
・
庄
・
谷
は
、
中
世
以
来

の
郷
・
庄
結
合
を
継
承
し
つ
つ
、
岸
和
田
藩
の
行
政
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
（
図
１
）。
以
下
、
本
稿
で
は
、
郷
・
庄
・
谷
と
い
っ

た
一
つ
一
つ
の
地
域
的
結
合
を
「
庄
」
と
表
現
し
、
藩
領
の
村
々
全
体
（
地
方
）
を
「
郷
中
」
と
表
現
し
て
お
く
。
な
お
、
史
料
用
語
に

し
た
が
え
ば
、
郷
・
庄
・
谷
と
い
っ
た
地
域
的
結
合
は
「
郷
・
庄
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、「
郷
中
」
と
「
郷
・
庄
」
と
で
は
語

が
似
て
い
て
煩
雑
に
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
庄
」
に
統
一
す
る
。

近
木
川
下
流
域
に
位
置
す
る
近
木
庄
（
現
大
阪
府
貝
塚
市
）
の
場
合
、
一
二
ヶ
村
が
近
木
庄
に
属
し
て
い
た
。
こ
の
一
二
ヶ
村
は
、
和

泉
山
脈
か
ら
大
阪
湾
に
流
れ
る
近
木
川
に
農
業
用
水
を
求
め
て
い
た
一
方
で
、
近
木
川
を
水
源
と
す
る
栄
寿
池
を
共
同
で
管
理
し
、
栄
寿

池
か
ら
も
農
業
用
水
を
確
保
し
て
い
た
⑾
。
近
木
川
・
栄
寿
池
か
ら
供
給
さ
れ
る
農
業
用
水
は
、
各
地
の
溜
め
池
に
貯
水
さ
れ
た
⑿
。
一
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岸
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二
ヶ
村
の
う
ち
、
近
木
川
・
栄
寿
池
か
ら
分
水
し
た

溜
め
池
を
共
同
利
用
す
る
数
ヶ
村
は
、
そ
の
溜
め
池

を
管
理
す
る
水
利
組
合
を
形
成
し
て
い
た
。
た
と
え

こ
も

ば
、
今
池
・
菰
池
か
ら
引
水
し
て
い
た
四
ヶ
村
は
、

件
番
と
い
う
水
利
組
合
を
形
成
し
、
そ
の
管
理
に
当

た
っ
て
い
た
⒀
。
こ
の
よ
う
に
一
二
ヶ
村
は
、
近
木

庄
と
い
う
一
つ
の
地
域
的
結
合
を
形
成
し
て
い
た
一

方
で
、
数
ヶ
村
単
位
で
水
利
組
合
を
形
成
し
て
い

た
。
こ
う
し
た
重
層
的
な
地
域
的
結
合
は
、
麻
生
郷

・
加
守
郷
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
た
め
、
岸
和
田
藩

領
に
共
通
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
⒁
。

郷
・
庄
的
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
五
〜
一
六
ヶ
村

は
、
諸
経
費
を
共
同
し
て
支
出
・
負
担
し
て
い
た
。

か
か
る
庄
入
用
の
地
域
運
営
諸
経
費
に
は
、
領
主
御

用
関
係
費
と
自
治
関
係
費
と
が
存
在
し
て
い
た
が
、

両
者
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
っ
と

も
近
木
庄
の
場
合
、
用
水
（
栄
寿
池
）
関
係
費
の
比

重
が
高
か
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
⒂
。
近
木
庄
で

は
、
各
村
の
役
高
│
│
諸
役
免
除
分
を
差
し
引
い
た

図 1 岸和田藩領における郷・庄・谷の概略図
註（1）：「貞享元年岸和田藩検地図」（落合保『岸和田藩志』［第 2版］東洋書

院、1977年）を参考に作成。
註（2）：岸和田藩領の一部や旗本領、幕府領で何度か領主の変動が見られた

が、郷・庄・谷は基本的に本図の枠組みを踏襲していた。

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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村
高
（
古
高
）│
│
と
各
村
の
水
掛
り
高
（
大
池
高
）
に
応
じ
て
各
村
に
負
担
額
が
割
り
掛
け
ら
れ
た
⒃
。
こ
の
よ
う
に
、
庄
入
用
の
な

か
で
用
水
関
係
費
が
大
き
な
比
重
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
雨
量
が
少
な
い
泉
州
地
方
の
特
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
⒄
。

五
〜
一
六
ヶ
村
を
単
位
と
し
た
庄
入
用
、
あ
る
い
は
数
ヶ
村
を
単
位
と
し
た
水
利
組
合
入
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
村
の

庄
屋
が
一
年
ご
と
に
交
替
で
算
用
・
割
付
を
行
っ
た
。
近
木
庄
の
庄
入
用
の
場
合
、
毎
年
一
二
月
に
、
一
二
ヶ
村
の
庄
屋
・
年
寄
が
庄
入

用
の
算
用
結
果
を
審
議
し
た
⒅
。
そ
し
て
「
支
配
割
帳
」
の
算
用
結
果
に
間
違
い
が
な
け
れ
ば
、
一
二
ヶ
村
の
庄
屋
（
あ
る
い
は
年
寄
）

全
員
が
「
支
配
割
帳
」
に
連
印
し
た
⒆
。
算
用
・
割
付
を
交
替
で
行
う
当
番
制
、
算
用
結
果
の
審
議
に
庄
内
の
庄
屋
全
員
が
か
か
わ
る
と

い
う
点
で
、
庄
入
用
の
算
用
は
可
視
化
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
、
数
ヶ
村
で
形
成
さ
れ
る
水
利
組
合
入
用
の
算
用
も
同
様
で
あ

っ
た
。
庄
入
用
・
水
利
組
合
入
用
の
経
費
は
、
各
村
に
割
り
掛
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
村
入
用
帳
に
反
映
さ
れ
た
。
ま
た
、
入
用
帳
簿

は
、
岸
和
田
藩
の
支
配
方
役
所
に
提
出
さ
れ
、
算
用
結
果
に
問
題
が
あ
れ
ば
差
し
戻
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
⒇
。

一
方
、
岸
和
田
藩
領
に
は
、
支
配
領
域
全
体
に
共
通
す
る
経
費
で
あ
る
郷
中
入
用
が
存
在
し
た
。「
郷
中
万
支
配
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
、

郷
中
入
用
の
経
費
に
は
、
①
会
所
（
郷
会
所
）
詰
役
人
の
給
米
、「
会
所
使
」
で
あ
る
小
者
二
人
分
の
給
米
、
郷
会
所
の
修
復
費
用
と
い

っ
た
郷
会
所
運
営
経
費
と
、
②
藩
主
参
勤
の
際
の
継
馬
経
費
、「
御
用
」
の
際
の
寄
合
経
費
、「
郷
中
出
入
之
噯
之
節
万
入
用
」
と
い
っ
た

郷
中
全
体
に
か
か
わ
る
経
費
が
存
在
し
た
。
郷
中
入
用
の
算
用
結
果
の
審
議
は
、
毎
年
一
一
月
に
郷
会
所
で
行
わ
れ
た
。
延
宝
七
年
（
一

六
七
九
）
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
郷
中
入
用
帳
に
は
「
我
等
立
会
相
改
、
支
配
致
勘
定
候
処
実
正
也
」
と
、
数
十
名
の
庄
屋
が
連
印
し
て

い
る
21
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庄
か
ら
惣
代
と
し
て
参
会
し
た
庄
屋
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
惣
代
と
い
う

形
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
九
つ
全
て
の
庄
が
郷
中
入
用
の
算
用
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
郷
中
入
用
の
算
用

は
、
七
人
庄
屋
と
い
っ
た
一
部
の
庄
屋
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
実
際
の
割
付
を
行
う
の
は
、
郷
会
所
に
常
駐
し
て

い
た
会
所
詰
役
人
で
あ
っ
た
。
郷
中
入
用
の
経
費
は
、
郷
中
村
々
の
役
高
に
応
じ
て
割
り
掛
け
ら
れ
た
。
会
所
詰
役
人
は
、
会
所
（
郷
会

所
）
と
い
う
名
前
で
、
九
つ
の
庄
ご
と
に
割
付
額
を
通
達
し
た
22
。
そ
の
後
、
郷
中
入
用
に
お
け
る
各
村
の
負
担
額
は
、
庄
入
用
帳
を
媒

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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介
す
る
形
で
各
村
に
通
達
さ
れ
、
各
村
の
村
入
用
帳
に
反
映
さ
れ
た
23
。

以
上
か
ら
、
岸
和
田
藩
領
の
地
域
的
入
用
に
は
、
①
郷
中
入
用
│
庄
入
用
│
村
入
用
と
い
う
経
路
と
、
②
水
利
組
合
入
用
│
村
入
用
と

い
う
経
路
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
で
岸
和
田
藩
領
の
地
域
的
入
用
は
、
重
層
的
構
造
を
な
し
て
い
た
尼
崎
藩
領
・
和
歌
山
藩

領
の
地
域
的
入
用
と
、
類
似
す
る
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
24
。

た
だ
し
、
岸
和
田
藩
領
の
地
域
的
入
用
と
尼
崎
藩
領
・
和
歌
山
藩
領
の
地
域
的
入
用
と
で
は
、
そ
の
担
い
手
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
尼
崎
藩
領
・
和
歌
山
藩
領
で
は
、
地
域
的
入
用
の
算
用
・
割
付
に
大
庄
屋
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
25
。
し
か

し
、
岸
和
田
藩
領
で
は
、
七
人
庄
屋
が
七�

人�

庄�

屋�

と�

し�

て�

地
域
的
入
用
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
地
域
的
入
用
の
算
用
・
割
付
も

基
本
的
に
は
可
視
化
さ
れ
、
庄
入
用
の
算
用
・
割
付
に
は
一
年
交
替
の
当
番
制
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
「
民
主
的
」
と
評
価
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
留
保
し
て
お
く
が
、
少
な
く
と
も
、
七
人
庄
屋
と
い
う
役
職
が
地
域
的
入
用
の
算
用
・
割
付
に
力
を
及

ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
と
七
人
庄
屋

で
は
、
七
人
庄
屋
の
職
務
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
七
人
庄
屋
の
職
務
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
大
庄
屋

の
職
務
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
志
村
洋
氏
に
よ
れ
ば
、
大
庄
屋
の
基
本
的
職
務
は
、
①
管
内
へ
の
触
書
の
伝
達
、
②
願
書
・
届
出
へ

の
奥
印
と
取
次
、
③
年
貢
諸
役
の
賦
課
・
徴
収
、
④
資
材
・
人
足
の
調
達
、
⑤
管
内
の
争
論
訴
訟
の
処
理
・
上
申
に
大
別
さ
れ
る
26
。
尼

崎
藩
・
和
歌
山
藩
の
大
庄
屋
も
、
基
本
的
に
①
〜
⑤
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
尼
崎
藩
・
和
歌
山
藩
の
大
庄
屋
は
、
数
ヶ

村
に
わ
た
る
行
政
区
を
管
轄
す
る
役
職
と
し
て
藩
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
に
は
、
管
轄
す
る
行
政
区
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
岸
和
田
藩
で
は
、
願
書
・
届
出
の
提

出
、
国
役
銀
の
上
納
、
年
貢
諸
役
の
上
納
な
ど
は
一
村
ご
と
に
行
わ
れ
て
い
た
27
。
庄
と
い
う
行
政
単
位
は
、
御
用
銀
の
賦
課
・
徴
収
、

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

七



藩
か
ら
の
拝
借
米
の
割
当
な
ど
を
行
う
際
に
利
用
さ
れ
た
が
、
基
本
的
に
庄
は
、
地
域
的
入
用
を
算
用
・
割
付
す
る
た
め
の
行
政
単
位
で

あ
っ
た
28
。
こ
の
よ
う
に
岸
和
田
藩
の
中
間
支
配
機
構
は
、
一
般
的
な
大
庄
屋
組
行
政
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

七
人
庄
屋
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
寛
政
期
の
七
人
庄
屋
は
、
熊
取
谷
庄
屋
中
左
近
・
中
（
降
井
）
左
太
夫
、
佐
野
村
庄
屋
藤
田
十

郎
太
夫
・
吉
田
久
左
衛
門
、
樽
井
村
庄
屋
脇
田
右
馬
太
郎
、
岸
和
田
村
庄
屋
岸
六
右
衛
門
、
畠
中
村
庄
屋
要
源
太
夫
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
た
。
図
１
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
麻
生
郷
・
木
島
谷
・
五
ヶ
庄
・
阿
間
河
谷
に
は
、
七
人
庄
屋
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
仮
に
、
岸
和
田
藩
が
七
人
庄
屋
を
他
藩
の
大
庄
屋
に
相
当
す
る
役
職
と
し
て
想
定
し
て
い
た
な
ら
ば
、
九
つ
の
庄
そ
れ
ぞ
れ
に
、
七

人
庄
屋
に
相
当
す
る
役
職
が
置
か
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
岸
和
田
藩
は
、
庄
│
│
他
藩
で
い
う
組
│
│
を
管
轄
さ
せ
る
た
め
に

七
人
庄
屋
を
設
置
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

七
人
庄
屋
は
、
①
〜
⑤
の
機
能
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
触
書
に
つ
い
て
は
、
七
人
庄
屋
が
村
々
へ
の
伝
達
に
直
接
関
与

す
る
こ
と
は
な
く
、
村
継
ぎ
方
式
で
伝
達
さ
れ
て
い
た
29
。
願
書
・
届
出
は
、
一
村
ご
と
に
各
村
の
庄
屋
が
行
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
七

人
庄
屋
が
七�

人�

庄�

屋�

と�

し�

て�

願
書
・
届
出
へ
の
奥
印
と
取
次
を
し
た
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
願
書
・
届
出
に
、
七
人
庄
屋
と
い
う
肩
書
き

で
連
印
・
署
名
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
足
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
郷
会
所
が
各
村
に
指
示
し
、
一
村
ご
と
に
人
足
が
徴
発
さ
れ

た
30
。
ま
た
、
管
轄
す
る
行
政
区
が
存
在
し
な
い
七
人
庄
屋
に
は
、
管
内
の
争
論
訴
訟
を
処
理
す
る
義
務
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
七
人

庄
屋
は
、
了
簡
人
│
│
復
興
請
負
人
、
争
論
の
仲
裁
人
│
│
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
近
隣
村
落
の
荒
廃
問
題
や
争
論
訴

訟
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
了
簡
人
と
し
て
の
職
務
で
あ
り
、
七�

人�

庄�

屋�

と�

し�

て�

の
職
務
で
は
な
か
っ
た
31
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
両
中
家
の
存
在
で
あ
る
。
中
左
近
家
・
中
左
太
夫
家
は
、
熊
取
谷�

庄�

屋�

と
い
う
よ
う
に
、
熊
取
谷

一
五
ヶ
村
の
庄
屋
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。『
熊
取
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
両
中
家
は
熊
取
谷
一
五
ヶ
村
の
宗
門
人
別
の
管
理
を
行
っ
て
い

た
と
さ
れ
る
32
。
こ
の
点
で
、
両
中
家
は
管
轄
す
る
行
政
区
が
あ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
同
じ
七
人
庄
屋
で
あ
る
要
源
太
夫
家
が
近
木
庄

の
宗
門
人
別
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
事
例
は
見
ら
れ
な
い
33
。
両
中
家
が
熊
取
谷
の
宗
門
人
別
の
管
理
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
彼
ら
が
熊

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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取
谷
一
五
ヶ
村
の
庄
屋
で
あ
っ
た
こ
と
、
熊
取
谷
の
各
村
に
は
年
寄
し
か
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
数
ヶ
村
に
わ
た
る
宗
門
人
別
の
管

理
は
、
七�

人�

庄�

屋�

と�

し�

て�

の
職
務
で
は
な
く
、
熊
取
谷�

庄�

屋�

と
し
て
の
職
務
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
な
お
、
両
中
家
は
、
軽
犯
罪
の
吟
味
・
処
罰
権
を
持
ち
、
管
内
の
村
々
に
お
け
る

裁
判
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
七
人
庄
屋
に
そ
の
よ
う
な
機
能
は
確
認
で
き
な

い
34
。
こ
れ
も
、
両
中
家
の
特
権
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
、
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
に
は
、
肥
後
国
天
草
郡
大
庄
屋
の
「
大
庄
屋
勤
方
書

付
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
明
確
な
職
務
規
定
が
な
か
っ
た
35
。
換
言
す
れ
ば
、
七
人
庄
屋

に
は
、
明
文
化
さ
れ
た
権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
①
〜
⑤
の

機
能
を
持
た
ず
、
管
轄
す
る
行
政
区
が
な
い
七
人
庄
屋
は
、
組
行
政
の
担
い
手
と
し
て
の
大

庄
屋
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
七
人
庄
屋
が
何
の
機

能
（
あ
る
い
は
職
務
）
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら

の
職
務
は
、
規
定
さ
れ
な
い
「
曖
昧
」
な
領
域
に
こ
そ
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。
次
章
か
ら
は
、
そ
の
様
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

二

岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

本
章
で
は
、
七
人
庄
屋
の
由
緒
・
格
式
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
要
源
太
夫
家
の
日
記
か

ら
見
え
る
七
人
庄
屋
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
七
人
庄
屋
の
機
能
を
把
握
す
る
。

表 1 岸和田藩の八人庄屋制と七人庄屋
岡部時代

寛政元年（1789）～

中左近
中左太夫
藤田十郎太夫
吉田久左衛門
脇田右馬太郎
岸六右衛門
要源太夫

出典：『熊取町史』本文編（熊取町、2000年）、曽我友良「岸和田藩における庄屋の格式付与」（研究代表者藤本清二郎『畿内譜
代大名岸和田藩の総合的研究』科学研究費補助金基盤研究（B）、2006年）

註：松平時代の八人庄屋制、岡部時代の七人庄屋については、役職、居村、名前の順に示した。

熊取谷
熊取谷
佐野村
佐野村
樽井村
岸和田村
畠中村

七人庄屋

18世紀初頭

中左近
中左太夫
藤田十郎太夫
吉田久左衛門
脇田右馬太郎
岸六右衛門
信左衛門

熊取谷
熊取谷
佐野村
佐野村
樽井村
岸和田村
市場村

七人庄屋

入封当初

中左近
中左太夫
俵屋次郎左衛門
岸六右衛門
木島谷の某（不詳）

「筆頭之庄屋」

松平時代

元和5年（1619）～寛永17年（1640）

中左近
中左衛門尉
新川三郎右衛門

岸久左衛門
小門荘右衛門
佐々木久左衛門

藤田十郎太夫
吉田久左衛門

熊取谷
熊取谷
瓦屋村

岸和田村
土生村
脇浜村

佐野村
佐野村

郷士代官

代官庄屋

筆頭庄屋

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

九



八
人
庄
屋
制
に
代
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
七
人
庄
屋
は
、
当
初
「
筆
頭
之
庄
屋
」
と
呼
ば
れ
る
五
家
で
構
成
さ
れ
て
い
た
36
。
お
そ
ら
く

一
八
世
紀
を
迎
え
る
ま
で
に
「
筆
頭
之
庄
屋
」
の
再
編
が
あ
り
、
遅
く
と
も
一
八
世
紀
初
頭
に
は
七
人
庄
屋
が
制
度
的
に
確
立
し
て
い
た

と
さ
れ
る
。
一
八
世
紀
初
頭
、
松
平
時
代
に
は
郷
士
代
官
・
代
官
庄
屋
・
筆
頭
庄
屋
で
あ
っ
た
五
家
に
加
え
、
脇
田
右
馬
太
郎
家
・
市
場

村
庄
屋
信
左
衛
門
家
が
七
人
庄
屋
に
な
っ
て
い
た
（
表
１
）。
そ
の
後
、
信
左
衛
門
家
が
没
落
し
、
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
要
家
が

七
人
庄
屋
に
加
わ
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
七
人
庄
屋
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
七
人
庄
屋
は
、
村
が
願
い
出
る
の
で
は
な

く
、
世
襲
で
藩
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
。

七
人
庄
屋
の
由
緒
・
格
式

ま
ず
、
七
人
庄
屋
の
各
家
が
主
張
す
る
由
緒
を
見
て
い
こ
う
。

中
左
近
家
・
中
左
太
夫
家
は
、
代
々
「
郷
士
」
の
筋
目
で
旗
本
根
来
家
の
本
家
筋
に
あ
た
る
37
。「
御
領
分
庄
屋
筆
頭
」
で
あ
っ
た
両

中
家
は
、
こ
れ
ま
で
「
大
庄
屋
相
勤
」
め
て
き
た
家
柄
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
由
緒
を
語
っ
て
い
る
38
。「
大
坂
・
堺
御
番
所
之
触
状
ニ

ハ
大
庄
屋
中
左
近
と
名
前
認
、
御
請
書
」
を
提
出
し
て
い
た
。
大
坂
町
奉
行
所
・
堺
奉
行
所
に
年
頭
御
礼
を
行
う
際
は
、「
泉
州
日
根
郡

熊
取
谷
郷
士
左
近
・
左
太
夫
と
披
露
」
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
両
中
家
は
「
町
宿
迄
帯
刀
仕
、
若
党
召
連
」
れ
て
い
た
。

藤
田
十
郎
太
夫
家
・
吉
田
久
左
衛
門
家
は
、
根
来
寺
が
支
配
し
て
い
た
時
代
に
は
「
私
共
家
�
諸
事
一
分
ニ
取
治
」
め
て
い
た
。
藤
田

家
・
吉
田
家
は
、
羽
柴
秀
吉
に
よ
る
根
来
討
伐
（
根
来
合
戦
）
の
際
、
離
散
し
た
百
姓
を
帰
参
さ
せ
た
。
大
坂
の
陣
で
は
、「
御
上
意
筋

（
小
堀
政
一
）

之
御
用
等
小
堀
遠
江
守
様
以
御
指
図
相
勤
」
め
、
大
坂
へ
の
輸
送
の
任
を
果
た
し
た
。
大
坂
町
奉
行
所
・
堺
奉
行
に
公
事
出
入
の
た
め
出

頭
す
る
際
は
、「
麻
上
下
を
着
、
帯
刀
仕
、
屏
重
門
前
ニ
而
無
刀
ニ
」
て
出
頭
し
て
い
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
小
堀
・
松
平
時
代
か
ら
岡

部
時
代
に
至
っ
て
も
「
暫
御
代
官
役
な
と
相
勤
」
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。

脇
田
右
馬
太
郎
家
は
、
根
来
合
戦
で
岡
田
城
に
立
て
籠
も
っ
た
と
さ
れ
る
39
。
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
は
、「
右
馬
太
郎
方
へ
御

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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〇



（
俵
屋
新
田
庄
屋
治
郎
右
衛
門
）

揚
リ
被
為
成
御
一
宿
」
と
、
江
戸
か
ら
の
帰
途
に
あ
っ
た
土
佐
藩
主
が
脇
田
家
に
一
泊
し
た
40
。
そ
の
際
、「
右
馬
太
郎
并
俵
屋
浄
祐
両

人
共
致
帯
刀
御
案
内
」
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
脇
田
家
は
、「
御
番
所
表
并
他
所
江
者
帯
刀
」
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

要
源
太
夫
家
は
、「
文
治
年
中
之
頃
、
神
前
日
向
守
と
申
小
木
之
郷
領
主
」
で
あ
り
、
一
六
世
紀
に
は
「
其
末
孫
神
前
要
人
と
申
、
近

（
畠
山
高
政
）

木
庄
長
役
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
41
。
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
に
は
、「
右
要
人
儀
者
三
好
実
休
合
戦
之
節
、
畠
山
紀
伊
守
ニ
加
勢
」
し

た
。
神
前
姓
か
ら
要
姓
に
改
名
し
た
要
家
は
、「
永
禄
年
中
�
慶
長
・
元
和
年
中
迄
近
木
庄
之
内
出
作
村
共
十
一
ヶ
村
之
庄
屋
」
を
つ
と

（
小
出
秀
政
）

め
た
42
。
慶
長
年
間
に
は
、
新
田
畑
開
発
の
功
績
に
よ
っ
て
、「
小
出
播
磨
守
様
之
砌
、
源
太
夫
持
高
百
石
并
捌
村
之
出
作
高
役
儀
御
免

（
墨
）

許
之
御
黒
付
」
が
与
え
ら
れ
た
43
。「
源
太
夫
身
体
不
如
意
」
の
た
め
、
元
和
年
間
に
一
度
「
家
財
沽
却
」
す
る
ま
で
は
、
要
家
は
「
郷

士
ニ
而
馬
を
も
繋
」
い
で
い
た
と
さ
れ
る
。
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
は
、
岡
部
長
泰
か
ら
「
源
太
夫
手
前
之
持
高
」
一
一
七
石
余
の

諸
役
免
除
が
認
め
ら
れ
た
44
。
こ
れ
以
降
、
要
家
は
藩
主
の
代
替
り
ご
と
に
免
許
状
を
得
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
、
岸
六
右
衛
門
家
の
由
緒
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
が
、
七
人
庄
屋
は
中
世
土
豪
の
系
譜
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
少
な
く
と
も
両
中
家
・
藤
田
家
・
脇
田
家
・
要
家
は
、
根
来
合
戦
に
参
加
し
た
旧
土
豪
層
で
あ
っ
た
45
。
寛
政
期
に
作
成
さ
れ
た
要

家
の
由
緒
書
に
は
、「
岸
和
田
領
に
故
有
郷
士
之
末
葉
有
て
、
是
を
七
人
衆
と
唱
ふ
、
源
太
夫
も
其
壱
人
ニ
し
て
、
御
城
主
御
狩
之
節
ハ

今
に
お
ゐ
て
年
毎
に
度
々
御
成
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
七
人
庄
屋
は
「
郷
士
之
末
葉
」
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
た
。

次
に
、
七
人
庄
屋
の
格
式
を
見
て
み
よ
う
。
七
人
庄
屋
の
格
式
を
簡
単
に
整
理
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
他
所
苗
字
・
帯
刀
と
は
、

岸
和
田
藩
領
外
で
の
苗
字
・
帯
刀
が
認
め
ら
れ
る
特
権
で
あ
り
、
領
分
苗
字
・
帯
刀
と
は
、
岸
和
田
藩
領
内
で
の
苗
字
・
帯
刀
が
認
め
ら

れ
る
特
権
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
他
所
帯
刀
の
特
権
を
持
つ
者
に
は
、
堺
奉
行
が
藩
領
内
を
通
行
す
る
際
に
も
、
出
迎
え
と
し
て
帯
刀
が

許
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
七
人
庄
屋
の
格
式
に
は
、
両
中
家
・
藤
田
家
・
吉
田

家
と
脇
田
家
・
岸
家
・
要
家
と
の
間
に
格
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
他
所
苗
字
・
領
分
帯
刀
・
御
帰
城
上
ケ
物
・
御
礼
銭
は
、
そ
の

最
た
る
例
で
あ
る
。
七
家
に
は
、
年
頭
御
礼
、
暑
寒
御
機
嫌
窺
い
、
初
米
御
礼
、
御
帰
城
御
礼
と
し
て
藩
主
と
対
面
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

一
一



て
い
た
46
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
献
上
品
（
上
ケ
物
・

御
礼
銭
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
制
限
│
│
熊
取
・
佐
野
の
四
家
は
割
高
に

設
定
│
│
が
設
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
熊
取
・
佐
野
の
四
家
と
ほ

か
の
三
家
と
の
格
差
は
歴
然
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、「
前
々
�
」

の
格
式
が
多
く
、
領
分
苗
字
を
唯
一
認
め
ら
れ
て
い
た
両
中
家
は
、

七
人
庄
屋
の
な
か
で
別
格
の
位
置
に
存
在
し
た
。

同
じ
く
表
２
を
見
れ
ば
、
寛
政
元
年
に
至
っ
て
一
斉
に
格
式
が
付

与
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
要
家
が
七
人
庄
屋
に
な
っ
た
寛
政
元
年

以
降
、
七
人
庄
屋
の
格
式
が
明
確
化
・
序
列
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
、
岸
和
田
藩
で
は
、
領
分
苗
字
・
領
分
帯
刀
が
厳
し
く
制
限

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
般
に
、
個
別
領
主
が
領
内
で

許
可
す
る
苗
字
帯
刀
に
比
べ
、
個
別
所
領
を
越
え
た
幕
府
・
国
レ
ベ

ル
で
の
苗
字
帯
刀
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
47
。
個
別
所
領

内
レ
ベ
ル
で
の
苗
字
帯
刀
は
個
別
領
主
の
判
断
で
許
可
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
た
と
え
ば
畿
内
近
国
で
は
京
・
大
坂
町
奉
行
の
承

認
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
幕
府
・
国
レ
ベ
ル
で
の
苗
字
帯

刀
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
48
。
し
か
し

岸
和
田
藩
で
は
、
藩
領
外
の
他
所
帯
刀
・
他
所
苗
字
が
先
に
許
可
さ

れ
た
一
方
で
、
藩
領
内
の
領
分
帯
刀
・
領
分
苗
字
が
厳
し
く
制
限
さ

表 2 文政 3年段階における七人庄屋の格式

要
源太夫
（畠中村）

宝暦 2年
文政 3年
寛政元年
享保 3年
―
―

享和 2年

―
白銀 1両

300文

出典：文化 3年「享保十五庚戌年佐野両人帯刀之儀ニ付堺�御尋之趣岸�被仰渡候ニ付委細書付指上候留之
内書抜」（要家け－116）、文政 3年「乍恐御内々口上」（要家 A−42−1−1）、「御代官所行事録」（『岸和
田市史』7巻、岸和田市、1979年）。

註（1）：●印は、「願ニ寄」認められた格式であることを示す。ただし、文化 3年の史料に「願ニ寄」と記
載されている項目のみを示した。なお、七人庄屋には代替わり時の細かな規定（序列）があった
が、さしあたり本表では除外した。

註（2）：表の見方としては、たとえば中左近家は前々より他所帯刀を認められ，要源太夫家は宝暦 2年に他
所帯刀を認められたことを示す。

岸
六右衛門
（岸和田村）

天明 3年●
―

寛政元年
寛政元年
―
―

享和 2年

―
白銀 1両

300文

脇田
右馬太郎
（樽井村）

前々より
文政 3年
寛政元年
寛政元年
―
―

享和 2年

―
白銀 1両

300文

吉田
久左衛門
（佐野村）

前々より
寛政 8年●
寛政元年●
享保 3年●
寛政元年●

―

―

―
南鐐 1片

500文

藤田
十郎太夫
（佐野村）

前々より
寛政 8年●
寛政元年●
享保 3年●
寛政元年●

―

―

―
南鐐 1片

500文

中
左太夫
（熊取谷）

前々より
（前々より）
享保 7年
前々より
寛政元年●
寛政元年●

―

文政 3年
南鐐 1片

500文

中
左近

（熊取谷）

前々より
（前々より）
享保 7年
前々より
寛政元年●
寛政元年●

―

文化 5年
南鐐 1片

500文

七人庄屋
（庄屋役）

格式

他所帯刀
他所苗字
袴勤

暑寒御機嫌窺
領分帯刀
領分苗字

領分帯刀
（御用・格別の節のみ）
他所行道具御免
御帰城上ケ物
御礼銭

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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れ
て
い
た
。

で
は
、
な
ぜ
他
所
帯
刀
が
先
に
許
可
さ
れ
て
い
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
七
人
庄
屋
と
堺
奉
行
と
の
関
係
に

着
目
し
て
み
た
い
。
七
人
庄
屋
は
、
自
家
の
由
緒
と
し
て
、
大
坂
町
奉
行
・
堺
奉
行
に
出
頭
す
る
際
に
帯
刀
し
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た

が
、
特
に
彼
ら
が
強
調
し
た
の
は
、
堺
奉
行
と
の
対
面
の
際
に
帯
刀
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
堺
奉
行
は
、
泉
州
巡
見
の
一
環
と
し

（
巡
）

て
、
頻
繁
に
岸
和
田
藩
領
に
来
訪
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
、「
堺
御
行
様
泉
州
御
順
見
之
節
ハ
、
麻
上
下
を
着
、
帯
刀
仕
、
村
口
江

御
出
迎
」
え
て
い
た
と
さ
れ
る
49
。

七
人
庄
屋
に
と
っ
て
、
堺
奉
行
が
岸
和
田
藩
領
に
来
訪
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
。
享
保
一
六
年
（
一
七
三
一
）、
当
時
の
七
人
庄

（
水
谷
勝
比
）

屋
で
あ
っ
た
市
場
村
信
左
衛
門
と
樽
井
村
脇
田
右
馬
太
郎
は
、「
堺
御
奉
行
水
谷
信
濃
守
様
泉
州
御
巡
見
ニ
付
、
帯
刀
之
義
相
願
出
候
処
、

両
人
共
由
緒
等
御
吟
味
被
成
候
処
、
両
人
共
由
緒
書
願
書
ニ
相
認
、
差
出
ス
、
願
之
通
御
免
」
と
、
堺
奉
行
に
直
接
帯
刀
免
許
を
願
い
、

聞
き
届
け
ら
れ
た
。
堺
奉
行
の
泉
州
巡
見
は
、
帯
刀
（
他
所
帯
刀
）
免
許
願
い
を
提
出
す
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。

享
保
一
五
年
、
堺
奉
行
所
よ
り
「
岸
和
田
御
領
分
庄
屋
之
中
御
番
所
江
帯
刀
仕
罷
出
候
庄
屋
有
之
候
、
右
之
庄
屋
帯
刀
仕
来
り
候
訳
存

候
哉
与
御
尋
」
が
あ
っ
た
。
堺
奉
行
所
に
よ
る
由
緒
の
吟
味
を
終
え
た
結
果
、
堺
奉
行
所
は
、
両
中
家
を
は
じ
め
と
す
る
五
家
の
他
所
帯

（
岡
部
長
著
）

刀
を
改
め
て
認
め
た
。
一
方
、「
右
之
五
人
之
庄
屋
之
儀
ハ
古
来
�
帯
刀
仕
候
儀
を

美
濃
守
様
御
聞
届
被
成
、
古
来
之
通
ニ
御
座
候
」

と
、
岸
和
田
藩
主
も
改
め
て
彼
ら
の
他
所
帯
刀
を
認
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、「
他
所
行
、
又
ハ

御
公
儀
様
之
諸
御
奉
行
様
方
右

庄
屋
共
支
配
場
御
通
り
被
成
候
節
ハ
帯
刀
」
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
今
ま
で
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
堺
奉
行
所
へ
の
帯
刀
（
他
所
帯
刀
）

が
、
こ
の
時
点
で
岸
和
田
藩
・
堺
奉
行
所
に
よ
っ
て
正
式
に
許
可
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
岸
和
田
藩

は
、「
乍
然
御
領
分
ハ
帯
刀
不
致
」
と
、
依
然
と
し
て
領
分
帯
刀
を
認
め
な
か
っ
た
。
七
人
庄
屋
へ
の
領
分
帯
刀
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

寛
政
元
年
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
な
お
、
岸
和
田
藩
は
、
文
政
〜
天
保
期
の
一
時
期
を
除
い
て
、
七
人
庄
屋
が
領
内
で
「
大
庄
屋
」

を
名
乗
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
領
内
で
の
特
権
免
許
を
制
限
し
て
い
た
岸
和
田
藩
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

寛
政
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け
る
岸
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堺
奉
行
の
泉
州
巡
見
は
、
堺
奉
行
と
岸
和
田
藩
村
役
人
層
│
│
と
り
わ
け
、
七
人
庄
屋
な
ど
の
有
力
者
層
│
│
と
の
接
触
を
多
く
し

た
。
七
人
庄
屋
は
、
堺
奉
行
が
藩
領
に
来
訪
す
る
際
に
、
帯
刀
人
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
、
と
き
に
は
帯
刀
免
許
願
い
を
提
出
し
た
。
他

所
帯
刀
が
先
に
許
可
さ
れ
た
一
因
は
、
こ
の
接
触
の
多
さ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
一
方
で
岸
和
田
藩
は
、
領
分
帯
刀
・
領

分
苗
字
の
免
許
を
易
々
と
与
え
ず
、
郷
士
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
七
人
庄
屋
は
、
少
な
く
と
も
領
内
に
お
い
て
は
郷
士
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
は
、
尼
崎
藩
の
大
庄
屋
や
和
歌
山
藩
の
地
士
と
異
な
っ
て
い
た
50
。

七
人
庄
屋
の
機
能

で
は
、
七
人
庄
屋
の
身
分
格
式
が
整
理
さ
れ
た
寛
政
期
、
七
人
庄
屋
は
ど
の
よ
う
な
機
能
（
あ
る
い
は
職
務
）
を
有
し
て
い
た
の
か
。

こ
こ
で
は
、
寛
政
期
の
七
人
庄
屋
の
機
能
を
把
握
す
る
。

ま
ず
、
郷
中
（
地
方
）
の
村
々
が
郷
会
所
に
参
集
す
る
過
程
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
郷
中
で
何
か
議
論
す
べ
き
問
題
が
発
生
し
た

際
は
、「
郷
・
庄
弐
人
ツ
ヽ
参
会
申
来
り
」
と
い
っ
た
形
で
、
郷
会
所
に
参
集
す
る
よ
う
各
庄
に
通
達
さ
れ
た
51
。
こ
の
場
合
、
九
つ
そ

れ
ぞ
れ
の
庄
ご
と
に
、
各
庄
内
の
庄
屋
が
二
人
ず
つ
惣
代
と
し
て
参
集
し
た
52
。
彼
ら
は
庄
惣
代
と
呼
ば
れ
た
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
七

人
庄
屋
も
庄
惣
代
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
要
家
は
、
近
木
庄
の
惣
代
と
し
て
郷
会
所
に
参
集
し
て
い
た
一
方
で
、

七
人
庄
屋
（
あ
る
い
は
郷�

中�

惣
代
）
と
し
て
藩
役
人
と
対
峙
し
て
い
た
。
な
お
、
七
人
庄
屋
と
し
て
の
機
能
を
検
討
す
る
た
め
に
、
七
人

庄
屋
と
庄
惣
代
と
を
わ
け
て
記
述
す
る
。

召
喚
状
を
発
行
し
た
の
は
会
所
詰
役
人
で
あ
っ
た
が
、
郷
会
所
へ
の
参
集
を
指
示
し
た
の
は
七
人
庄
屋
で
あ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
七

人
庄
屋
は
、
郷
中
に
公
表
さ
れ
る
前
に
、
藩
役
人
か
ら
の
内
意
（
指
示
・
諮
問
）
を
受
け
て
い
た
。
藩
役
人
の
内
意
を
受
け
た
七
人
庄
屋

は
、「
会
所
へ
申
入
、
明
後
十
六
日
参
会
相
触
候
様
申
置
候
事
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
会
所
詰
役
人
に
召
喚
状
を
発
行
さ
せ
て
い
た
53
。

内
意
を
受
け
る
の
は
七
人
庄
屋
全
員
と
は
限
ら
な
か
っ
た
た
め
、
内
意
を
受
け
た
七
人
庄
屋
の
い
ず
れ
か
が
、
七
人
庄
屋
を
含
む
各
庄
惣

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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代
を
召
集
し
た
。
七
人
庄
屋
は
、
郷
会
所
に
参
集
し
た
庄
惣
代
に
藩
役
人
の
内
意
を
「
披
露
」
し
、
庄
惣
代
と
と
も
に
そ
の
内
容
を
協
議

し
た
。
も
っ
と
も
、
郷
中
全
体
の
問
題
が
発
生
し
た
際
に
は
、
七
人
庄
屋
が
主
体
的
に
召
集
を
か
け
る
場
合
も
あ
っ
た
。

で
は
実
際
に
、
郷
中
の
合
意
形
成
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
干
損
の
嘆
願
を
事
例
に
検
討
し
て
み
た
い
54
。
①
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）

（
議
）

九
月
四
日
、
七
人
庄
屋
と
庄
惣
代
と
が
郷
会
所
に
参
集
し
、「
今
年
干
損
之
儀
評
儀
」
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
各
庄
ご
と
に
意
見
を

ま
と
め
、
作
柄
（
予
想
収
穫
高
）
を
記
し
た
報
告
書
を
「
来
ル
八
日
会
所
へ
持
参
」
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
②
五
日
、
庄
惣
代
と
し
て

郷
会
所
に
参
集
し
て
い
た
要
源
太
夫
・
石
才
村
庄
屋
武
兵
衛
は
近
木
庄
の
各
村
庄
屋
を
召
集
し
、「
昨
日
会
所
参
会
之
趣
、
今
日
昼
飯
後

源
太
夫
・
武
兵
衛
�
披
露
、
庄
内
内
談
」
が
行
わ
れ
た
。
③
七
日
、「
年
寄
・
組
頭
立
合
稲
方
見
分
」
が
行
わ
れ
、
一
村
ご
と
に
「
歩
附

下
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
。
④
八
日
、「
干
損
難
義
」
を
訴
え
る
嘆
願
書
と
し
て
、「
歩
附
下
帳
」
を
も
と
に
し
た
「
稲
方
并
綿
方
歩
積
り
書

付
」
が
郷
会
所
に
提
出
さ
れ
た
55
。
⑤
一
〇
日
、「
七
人
庄
屋
内
々
会
所
ニ
而
参
会
」
し
、
七
人
庄
屋
は
郷
会
所
に
集
ま
っ
た
嘆
願
書

（
マ
マ
）

（
報
告
書
）
を
吟
味
・
集
約
し
た
。
そ
の
後
、
地
方
役
所
に
出
向
い
た
七
人
庄
屋
は
、「
今
年
之
如
何
被
成
遣
候
哉
、
御
領
分
ニ
も
一
統

（
旱
魃
）

（
者
脱
ヵ
）

少
々
干
越
有
之
故
、
三
ヶ
年
千
石
ツ
ヽ
被
成
下
候
去
年
切
ニ
候
得
者
、
当
年
も
被
成
下
度
」
と
地
方
奉
行
に
内
申
し
た
。

か
か
る
事
例
か
ら
、
①
各
庄
ご
と
に
選
出
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庄
惣
代
が
郷
会
所
で
参
会
、
②
各
村
庄
屋
が
各
庄
ご
と
に
参
集
し
、

庄
惣
代
が
①
で
決
定
し
た
案
件
を
各
村
庄
屋
に
「
披
露
」、
③
各
村
庄
屋
が
各
村
年
寄
・
組
頭
に
伝
達
、
と
い
う
伝
達
経
路
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
①
は
、
各
庄
ご
と
に
庄
惣
代
が
一
〜
二
人
ず
つ
参
会
す
る
た
め
、
郷
中
参
会
と
表
現
し
て
お
く
。
一
方
、
②
は
、
庄
・
郷

・
谷
と
い
っ
た
、
庄
内
の
各
村
庄
屋
が
参
会
す
る
た
め
、
庄
参
会
と
呼
ば
れ
て
い
た
56
。
岸
和
田
藩
領
で
は
、
郷
中
参
会
と
庄
参
会
と
の

組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
合
意
形
成
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
藩
役
人
へ
の
下
意
上
申
に
は
、
七
人
庄
屋
に
よ
る
「
内
参
会
」
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
（
⑤
）。「
内
参
会
」
は
、
七
人
庄
屋

の
み
が
郷
会
所
（
あ
る
い
は
町
宿
）
に
参
集
す
る
、
文
字
通
り
「
内
々
」
の
参
会
で
あ
っ
た
。
庄
参
会
と
郷
中
参
会
を
経
て
、
郷
中
の
意

図
を
く
み
取
っ
た
七
人
庄
屋
は
、
郷
中
の
願
い
出
を
藩
役
人
に
内
申
し
た
。
内
申
を
受
け
た
藩
役
人
は
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
七
人
庄
屋

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋
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に
返
答
・
指
示
し
た
。
七
人
庄
屋
は
藩
役
人
の
返
答
・
指
示
を
庄
惣
代
に
「
披
露
」
し
、
郷
中
参
会
が
再
度
行
わ
れ
た
。

寛
政
八
年
一
〇
月
一
一
日
、「
旱
損
ニ
付
歎
き
并
去
年
通
千
石
被
成
下
候
様
ニ
国
�
願
書
相
認
、
御
代
官
前
月
番
久
兵
衛
様
へ
惣
代
四

五
人
罷
出
候
」
と
、
郷�

中�

惣
代
│
│
七
人
庄
屋
と
は
限
ら
ず
、
七
人
庄
屋
を
含
む
庄
惣
代
四
〜
五
人
│
│
が
代
官
・
地
方
奉
行
に
「
国
�

願
書
」（
郷
中
一
統
の
願
書
）
を
提
出
し
た
。
こ
の
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
正
式
に
藩
へ
の
願
書
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
七

人
庄
屋
は
、「
内
参
会
」
と
藩
役
人
へ
の
内
申
を
事
前
に
行
う
こ
と
で
、「
国
�
願
書
」
が
受
理
さ
れ
る
よ
う
下
準
備
と
交
渉
を
行
っ
て
い

た
。以

上
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
七
人
庄
屋
の
機
能
を
整
理
し
て
お
く
。
七
人
庄
屋
は
、
藩
役
人
の
内
意
（
指
示
）
を
郷
中
（
庄
惣
代
）
に
伝
え

て
い
た
。
た
と
え
ば
、「
国
�
願
書
」
が
却
下
さ
れ
た
場
合
、
藩
役
人
が
「
国
�
願
書
」
の
却
下
を
庄
惣
代
に
伝
え
る
の
で
は
な
く
、
七

人
庄
屋
が
藩
役
人
か
ら
却
下
さ
れ
た
こ
と
を
庄
惣
代
に
「
披
露
」
し
て
い
た
。
同
年
一
〇
月
一
二
日
、
藩
役
人
は
、
七
人
庄
屋
に
「
村
々

役
人
末
々
得
と
申
聞
、
御
収
納
相
励
候
様
」
命
じ
た
う
え
で
、「
国
�
願
書
」
を
差
し
戻
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
七
人
庄
屋
は
、
会
所
詰

役
人
を
通
じ
て
「
明
日
郷
・
庄
へ
壱
人
ツ
ヽ
参
会
触
出
し
」、
翌
日
に
「
昨
日
被
仰
付
候
干
損
歎
無
御
取
上
段
、
今
日
郷
・
庄
へ
会
所
ニ

（
露
）

而
披
路
」
し
た
。
七
人
庄
屋
に
は
、「
国
�
願
書
」
の
却
下
を
庄
惣
代
に
伝
え
、
彼
ら
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
藩
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た

と
い
え
る
。

一
方
、
郷
中
（
庄
惣
代
）
の
側
か
ら
い
え
ば
、
七
人
庄
屋
に
は
藩
役
人
へ
の
交
渉
能
力
も
求
め
ら
れ
て
い
た
。「
国
�
願
書
」
は
却
下

さ
れ
た
が
、
七
人
庄
屋
に
よ
る
水
面
下
の
交
渉
は
続
い
て
い
た
。
同
年
一
二
月
八
日
、
要
家
は
、
代
官
手
代
源
右
衛
門
の
役
宅
に
赴
き
、

⑴
「
当
年
干
損
ニ
付
、
村
方
�
歎
呉
候
様
再
々
申
出
候
得
共
、
差
押
」
さ
え
て
い
る
こ
と
、
⑵
「
口
上
書
差
上
度
候
得
共
、
御
上
之
思
召

恐
入
候
故
差
扣
」
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、「
口
上
書
上
候
同
様
被
仰
上
可
被
下
様
」
内
申
し
た
。
七
人
庄
屋
で
あ
る
要
家
に

は
、
嘆
願
書
の
提
出
を
し
て
欲
し
い
と
村
々
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
、
手
代
源
右
衛
門
へ
の
内
申
に
注

目
し
た
い
。
要
家
は
、
手
代
源
右
衛
門
に
対
し
て
、
口
上
書
│
│
干
損
を
訴
え
る
「
国
�
願
書
」
│
│
と
同
じ
内
容
を
上
司
で
あ
る
代
官
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図 2 岸和田藩の行政単位と郷会所
註（1）：この概念図では、「郷中」（地方）のみを示した。
註（2）：水利組合には、岸和田藩領以外の村が含まれることがあった。
註（3）：代官や地方奉行が、各庄ごとの庄惣代や七人庄屋を役所に呼び出す

場合があった。もっとも、「内参会」と同じように、七人庄屋だけが
内々に呼び出される場合もあった。
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に
上
申
し
て
欲
し
い
と
願
い
出
て
い
る
。
要
家
は
、
代
官
手
代
↓
代
官
と
い
う
藩
役
人
ル
ー
ト
を
用
い
て
、
一
度
却
下
さ
れ
た
「
国
�
願

書
」
を
通
そ
う
と
し
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
交
渉
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、
同
年
一
二
月
九
日
に
再
度
提
出
さ
れ
た
「
国
�
願
書
」
は
、
一
二
月
一
九
日
に
受
理
さ
れ
た
。

「
御
米
七
百
石
可
被
成
下
候
」
と
、
当
初
の
要
求
内
容
で
あ
っ
た
「
千
石
被
成
下
度
願
出
」
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
郷
中
七
〇
〇
石
分
の

引
高
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
国
�
願
書
」
が
受
理
さ
れ
た
場
合
は
、
藩
役
人
か
ら
庄
惣
代
に
直
接
伝
え
ら
れ
た
。
各
庄
に
戻
っ

た
庄
惣
代
は
、
各
村
庄
屋
を
召
集
し
、
藩
役
人
の
回
答
（
指
示
）
を
各
村
庄
屋
に
「
披
露
」
し
た
。
な
お
、
本
節
で
述
べ
て
き
た
嘆
願
書

は
、
郷
中
一
統
が
提
出
す
る
「
国
�
願
書
」
の
場
合
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一
村
ご
と
の
願
い
出
に
は
、
七
人
庄
屋
が
関
与
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
岸
和
田
藩
領
で
は
、
郷
中
参
会
（
│
内
参
会
）
│
庄
参
会
│
各
村
と
い
う
重
層
的
構
造
に
よ
っ
て
、

郷
中
の
合
意
形
成
が
行
わ
れ
て
い
た
（
図
２
）。
七
人
庄
屋
に
は
、
藩
か
ら
は
領
民
へ
の
説
諭
・
説
得
、
郷
中
か
ら
は
藩
役
人
へ
の
交
渉

や
嘆
願
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
七
人
庄
屋
は
、「
国
�
願
書
」
を
七�

人�

庄�

屋�

と�

し�

て�

提
出
す
る
こ
と
も
な
く
、
他
藩
の
大

庄
屋
に
比
べ
、
独
断
で
処
理
す
る
権
限
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
七
人
庄
屋
に
は
藩
役
人
と
郷
中
（
庄
惣
代
）

と
の
間
を
調
整
す
る
力
量
│
│
交
渉
能
力
と
問
題
解
決
能
力
│
│
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
七
人
庄
屋
は
、
支
配
│
被

支
配
間
の
調
整
的
機
能
（
矛
盾
回
避
機
能
）
を
持
つ
存
在
と
し
て
、「
曖
昧
」
な
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
第
一
章
で
は
、
岸
和
田
藩
の
地
方
支
配
の
基
礎
構
造
を
把
握
し
、
第
二
章
で
は
、
七
人
庄
屋
の
由
緒
・
格
式
と
機
能
を
把
握
し

て
き
た
。
細
か
い
要
点
は
本
論
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
は
、
天
明
期
の
凶
作
に
伴
う
借
財
返
済
の
一
件
か
ら
、
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
七
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人
庄
屋
の
格
式
と
基
本
的
機
能
と
の
関
係
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
き
た
い
。

天
明
凶
作
期
か
ら
郷
中
村
々
の
借
銀
高
が
増
加
し
、
岸
和
田
藩
か
ら
の
拝
借
銀
の
返
済
を
遅
滞
す
る
村
が
多
く
存
在
し
た
。
と
り
わ
け

藩
は
、
郷
中
村
々
の
借
財
整
理
の
た
め
、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
か
ら
「
五
ヶ
年
之
内
都
合
三
百
貫
目
」
を
無
利
息
で
郷
中
村
々
に
貸

し
付
け
て
い
た
57
。
藩
は
七
人
庄
屋
に
借
銀
返
済
の
催
促
を
行
う
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
七
人
庄
屋
は
、
郷
中
村
々
に
強
く
催
促
を
行
え

ず
、「
御
上
�
郷
・
庄
弐
人
ツ
ヽ
御
召
之
上
、
御
催
促
被
仰
付
、
左
候
へ
者
少
ニ
而
も
出
銀
候
へ
者
御
上
へ
三
百
貫
内
へ
返
上
ニ
差
上
可

申
候
、
何
と
そ
御
上
�
御
声
被
為
掛
被
下
候
様
」
地
方
奉
行
に
願
い
出
て
い
る
58
。

ま
た
、
七
人
庄
屋
は
郷
中
（
庄
惣
代
）
に
対
し
て
郷
会
所
へ
の
召
集
を
行
っ
て
い
た
が
、「
今
日
不
参
多
〆
り
不
申
候
事
」
と
い
っ
た

状
況
が
多
発
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
七
人
庄
屋
が
庄
惣
代
に
藩
役
人
の
内
意
（
指
示
）
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
同
時
に
、
七
人

庄
屋
と
庄
惣
代
と
の
合
議
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
い
事
態
が
発
生
し
て
い
た
59
。
以
上
か
ら
、
七
人
庄
屋
に
は
庄
惣
代
を
強
制
的
に
召
集
す

る
権
限
は
な
く
、
七
人
庄
屋
が
彼
ら
を
強
制
的
に
召
集
す
る
た
め
に
は
、
藩
役
人
の
声
掛
り
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
か

か
る
状
況
下
に
お
い
て
も
、
七
人
庄
屋
が
支
配
│
被
支
配
間
の
調
整
的
機
能
（
矛
盾
回
避
機
能
）
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
評
価
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
七
人
庄
屋
の
役
割
と
し
て
評
価
す
べ
き
点
は
、
支
配
│
被
支
配
間
の
調
整
的
機
能
（
矛
盾
回
避
機
能
）
に
こ
そ
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
明
文
化
さ
れ
た
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
人
庄
屋
が
政
治
的
中
間
層
と
し
て
一
定
程
度

機
能
し
て
い
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
の
手
掛
か
り
が
、
七
人
庄
屋
の
格
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
岸
和
田
藩
は
、
領
内
の
身
分
格
式
に
つ
い
て
強
い
制
限
を
設
け
て
い
た
。
寛
政
元
年
ま
で
領
内
で

の
苗
字
帯
刀
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
。
一
八
世
紀
以
降
、
他
藩
で
頻
繁
に
発
生
す
る
献
金
郷
士
を
岸
和
田

藩
は
一
切
認
め
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
寛
政
期
ま
で
は
、
七
人
庄
屋
の
各
家
の
経
済
力
で
は
な
く
、
そ
の
由
緒
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

領
内
で
の
特
権
免
許
を
制
限
し
、
郷
士
制
度
も
採
用
し
な
か
っ
た
岸
和
田
藩
が
、
領
内
の
身
分
秩
序
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
身
分
秩
序
の

流
動
化
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
身
分
格
式
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
異
常
な
ほ
ど
慎
重
で
あ
っ
た
と
い
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っ
て
よ
い
。

岸
和
田
藩
が
七
人
庄
屋
に
求
め
た
機
能
は
、
単
に
領
民
へ
の
説
諭
・
説
得
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
は
、
両

中
家
が
「
袴
勤
」
を
許
可
さ
れ
た
際
、
両
中
家
は
「
格
別
之
者
共
候
得
者
外
々
手
本
ニ
も
可
相
成
様
」
に
と
藩
役
人
か
ら
命
じ
ら
れ
た
60
。

寛
政
八
年
九
月
一
六
日
に
は
、「
郷
会
所
内
寄
合
」（
内
参
会
）
と
し
て
七
人
庄
屋
が
参
集
し
た
。
そ
こ
で
岸
六
右
衛
門
は
、
地
方
奉
行
若

林
喜
右
衛
門
の
内
意
を
ほ
か
の
七
人
庄
屋
に
伝
え
た
。
若
林
は
、「
近
頃
御
倹
約
ニ
付
御
郡
代
衆
始
物
頭
中
迄
無
僕
ニ
而
往
来
有
之
候
、

然
ル
處
近
年
郷
中
庄
屋
共
銘
々
供
を
被
連
衆
中
数
々
有
之
、
見
及
候
内
ニ
者
皮
文
庫
な
そ
為
持
候
衆
中
有
之
、
上
方
与
力
抔
之
様
相
見

得
」
と
、
倹
約
の
た
め
、
藩
役
人
が
無
僕
で
往
来
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
郷
中
庄
屋
（
一
般
の
庄
屋
）
が
供
連
れ
で
往
来
│
│
武

士
身
分
の
よ
う
な
振
る
舞
い
│
│
を
し
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
61
。
郷
中
庄
屋
の
増
長
を
憂
慮
し
て
い
た
若
林
は
、「
殊
七
人
之

衆
中
�
左
様
ニ
も
取
斗
（
急
度
申
入
│
筆
者
註
）
候
得
者
、
外
々
右
ニ
順
し
可
申
」
と
、
七
人
庄
屋
に
「
内
々
」
の
要
請
を
行
っ
た
。
若

林
の
思
惑
は
、
七
人
庄
屋
が
郷
中
庄
屋
に
注
意
を
喚
起
す
れ
ば
、
郷
中
庄
屋
は
供
連
れ
で
の
往
来
を
自
粛
す
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
七
人
庄
屋
は
、
郷
中
庄
屋
の
模
範
（
手
本
）
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
身
分
秩
序
の
動
揺
を
抑
え

る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

岸
和
田
藩
は
、
領
内
で
の
特
権
免
許
を
中
世
土
豪
の
系
譜
を
持
つ
七
人
庄
屋
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
七
人
庄
屋
と
一
般
の
庄
屋
と
の
格

式
の
差
を
明
確
に
し
て
い
た
62
。
そ
こ
に
は
、
身
分
秩
序
の
流
動
化
を
回
避
し
、
身
分
制
支
配
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
岸
和
田
藩
の
意
図

が
あ
っ
た
。
郷
中
の
模
範
に
な
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
七
人
庄
屋
に
は
、
身
分
秩
序
を
維
持
す
る
装
置
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い

た
。
彼
ら
は
、
絶
対
的
な
格
式
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
郷
中
（
庄
惣
代
）
を
あ�

る�

程�

度�

統
制
し
え
た
。
ま
た
、
明
確
な
職
務
規
定
が
存

在
し
な
い
「
曖
昧
」
な
領
域
に
位
置
し
た
七
人
庄
屋
は
、
藩
・
領
民
相
互
か
ら
様
々
な
機
能
（
役
割
）
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
、
七
人
庄
屋
各
個
人
の
力
量
に
左
右
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
岸
和
田
藩
の
地
方
支

配
機
構
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
七
人
庄
屋
の
格
式
と
力
量
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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最
後
に
展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
天
明
期
以
降
、
郷
中
村
々
は
、
藩
か
ら
多
額
の
借
銀
を
行
い
、
窮
乏
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

た
。
一
方
、
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
、
岸
和
田
藩
が
相
良
城
の
請
取
・
在
番
を
つ
と
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
財
政
が
急
激
に
悪

化
し
て
い
た
。
か
か
る
状
況
を
打
開
す
る
必
要
が
あ
っ
た
岸
和
田
藩
は
、
七
人
庄
屋
を
政
治
的
中
間
層
と
し
て
位
置
づ
け
直
す
た
め
、
寛

政
元
年
に
七
人
庄
屋
の
格
式
を
明
確
化
・
序
列
化
し
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、
七
人
庄
屋
に
は
、
借
銀
返
済
の
催
促
、
御
口
入
銀
（
郷

借
）
の
差
配
な
ど
、
藩
財
政
の
悪
化
に
伴
っ
て
新
た
な
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
、
彼
ら
に
新
た
な
役
割
を
与
え
る
対
価
と

し
て
、
寛
政
元
年
の
特
権
免
許
が
行
わ
れ
た
と
も
想
定
で
き
る
63
。

と
こ
ろ
で
、
信
州
松
本
藩
は
、
大
庄
屋
の
「
役
威
」
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
階
的
差
別
や
「
役
威
」
を
前
提
と
す
る
体
制
を

維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
64
。
こ
の
点
で
、
岸
和
田
藩
も
同
様
の
傾
向
が
う
か
が
え
る
が
、
七
人
庄
屋
に
明
確
な
職
務
権
限
を
与
え
な
か

っ
た
点
が
岸
和
田
藩
の
特
徴
で
あ
っ
た
。

な
お
、
寛
政
期
以
降
の
七
人
庄
屋
を
考
え
る
う
え
で
、
御
口
入
銀
（
郷
借
）
へ
の
か
か
わ
り
を
捨
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

身
分
秩
序
の
流
動
化
を
抑
え
て
い
た
岸
和
田
藩
で
あ
っ
た
が
、
文
政
期
以
降
、
献
金
に
よ
る
格
式
上
昇
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

註⑴

鷲
見
等
曜
「
大
庄
屋
の
系
譜
│
和
泉
国
南
部
の
一
例
│
」（『
近
世
史
研
究
』
二
巻
一
号
、
一
九
五
四
年
）。

⑵

小
領
主
に
つ
い
て
は
、
朝
尾
直
弘
『
近
世
封
建
社
会
の
基
礎
構
造
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
七
年
）、『
朝
尾
直
弘
著
作
集
』
二
巻
（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

⑶

岩
城
卓
二
「
畿
内
近
国
論
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
一
巻

近
世
二
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。
大
坂
城
守
衛
の
軍
事
的
要
衝
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
た
岸
和
田
藩
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
岩
城
卓
二
『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
。

⑷

鷲
見
等
曜
「
近
世
前
期
畿
内
村
落
の
動
向
│
和
泉
国
南
部
の
場
合
│
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
三
号
、
一
九
五
五
年
）、『
熊
取
町
史
』
本
文
編
（
熊

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
一



取
町
、
二
〇
〇
〇
年
）。

⑸

川
上
雅
「
岸
和
田
藩
の
改
革
構
造
（
一
）」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
三
六
号
、
一
九
六
四
年
）、
同
「
岸
和
田
藩
の
改
革
構
造
（
二
）」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

四
一
号
、
一
九
六
五
年
）。

⑹

熊
谷
光
子
「
帯
刀
人
と
畿
内
町
奉
行
所
支
配
」（
塚
田
孝
・
吉
田
伸
之
・
脇
田
修
編
『
身
分
的
周
縁
』
部
落
問
題
研
究
所
、
一
九
九
四
年
）、
曽
我

友
良
「
岸
和
田
藩
に
お
け
る
庄
屋
の
格
式
付
与
│
七
人
庄
屋
・
七
人
庄
屋
並
の
成
立
を
中
心
に
│
」（
研
究
代
表
者
藤
本
清
二
郎
『
畿
内
譜
代
大

名
岸
和
田
藩
の
総
合
的
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
二
〇
〇
六
年
）。

⑺

要
源
太
夫
家
の
地
主
経
営
分
析
に
つ
い
て
は
、
萬
代
悠
「
近
世
後
期
に
お
け
る
南
泉
州
村
落
と
地
主
経
営
」（『
日
本
歴
史
』
七
八
八
号
、
二
〇
一

四
年
）、
同
「
近
世
畿
内
地
主
制
史
研
究
の
成
果
と
課
題
│
地
主
経
営
論
の
観
点
か
ら
│
」（『
論
集
き
ん
せ
い
』
三
六
号
、
二
〇
一
四
年
）
を
参

照
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
畠
中
村
庄
屋
要
家
の
「
要
家
文
書
」（
貝
塚
市
郷
土
資
料
室
寄
託
）
を
使
用
す
る
。

⑻
『
岸
和
田
市
史
』
三
巻
（
岸
和
田
市
、
二
〇
〇
〇
年
）、
註
⑷
前
掲
熊
取
町
史
、
三
七
〇
頁
。

⑼

藤
本
清
二
郎
「
岸
和
田
藩
の
郷
会
所
に
つ
い
て
」（『
地
方
史
研
究
』
二
八
一
号
、
一
九
九
九
年
）。
郷
会
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
岸
和
田
城
内

に
位
置
し
た
「
御
勘
定
所
」
の
一
角
に
あ
っ
た
と
い
う
藤
本
清
二
郎
氏
の
主
張
、
あ
る
い
は
年
貢
の
掛
か
る
町
地
に
あ
っ
た
と
い
う
主
張
（
註
⑷

前
掲
熊
取
町
史
、
三
七
三
頁
）
が
あ
る
。

⑽

落
合
保
『
岸
和
田
藩
志
』（
旧
士
族
授
産
場
、
一
九
四
五
年
）
や
一
九
五
〇
年
代
の
自
治
体
史
で
は
、
七
人
庄
屋
は
「
七
人
衆
」・「
大
庄
屋
」・

「
大
庄
屋
七
人
衆
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
史
料
で
は
、「
七
人
」・「
七
人
庄
屋
」・「
七
人
之
庄
屋
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
。

⑾

近
木
庄
一
二
ヶ
村
は
、
共
同
で
栄
寿
池
の
「
樋
抜
」（
分
水
）
の
管
理
、
樋
の
修
復
を
行
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
「
樋
抜
」
は
、
近
木
庄
一
二
ヶ

村
の
村
役
人
が
立
ち
会
う
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
た
。
明
和
三
年
「
乍
恐
再
返
答
書
」（
ま
Ｂ
二
│
二
三
│
一
│
二
八
）、
寛
政
元
年
「
申
合
之

覚
」（
ま
Ａ
四
│
三
│
一
〇
│
二
）、
寛
政
五
年
「
栄
寿
池
一
件
控
帳
」（
の
│
一
四
三
│
三
│
一
）
な
ど
。

⑿

明
和
元
年
「
栄
寿
池
掛
越
普
請
留
日
記
」（
ま
Ｂ
三
│
一
八
│
一
）。

⒀
「
要
家
文
書
」
に
は
、「
件
番
支
配
割
帳
」
が
多
数
残
存
し
て
い
る
。
件
番
を
構
成
し
て
い
た
加
治
村
・
脇
浜
村
・
畠
中
村
・
神
前
村
の
四
ヶ
村

は
、「
水
掛
り
高
」
に
応
じ
て
入
用
銀
を
負
担
し
て
い
た
。
た
だ
し
件
番
の
場
合
、
石
才
村
が
件
番
の
用
水
を
一
部
使
用
し
て
い
た
た
め
、
石
才

村
に
も
入
用
銀
が
割
り
掛
け
ら
れ
て
い
た
（
安
永
八
年
「
件
番
支
配
割
帳
上
控
」
の
│
九
）。

⒁

藤
本
清
二
郎
「
福
原
家
文
書
解
説
」（『
和
泉
国
南
郡
福
田
村
福
原
家
文
書
目
録
』
貝
塚
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）、
註
⑻
前
掲
岸
和
田
市

史
、
一
〇
八
頁
。

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
二



⒂

寛
政
五
年
「
近
木
庄
支
配
割
帳
」（
て
│
三
六
八
）
な
ど
。

⒃

安
永
九
年
「
近
木
庄
当
番
ニ
付
諸
事
控
帳
」（
ね
Ａ
│
一
一
│
七
│
一
）。
古
高
と
は
、
岡
部
宣
勝
入
封
時
の
指
出
帳
高
を
示
す
（
藤
本
清
二
郎

「
岸
和
田
藩
に
お
け
る
村
高
年
貢
制
の
確
立
過
程
│
近
木
庄
神
前
番
畠
中
村
を
中
心
に
│
」
研
究
代
表
者
藤
本
清
二
郎
『
畿
内
譜
代
大
名
岸
和
田

藩
の
総
合
的
研
究
』
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）、
二
〇
〇
六
年
）。
諸
役
免
除
分
は
、
浦
高
・
池
床
高
・
大
工
高
・
杣
高
な
ど
が
該
当

し
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
役
高
」
と
「
大
池
高
」
と
い
う
割
付
基
準
の
違
い
が
、
岸
和
田
藩
領
の
庄
全
て
に
該
当
す
る
か
は
不
明
で
あ

る
。
し
か
し
、
用
水
関
係
費
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
麻
生
郷
支
配
割
帳
」
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
（
註
⒁
藤
本
前
掲
論
文
）。
な

お
、
用
水
関
係
費
（
近
木
庄
）
の
割
付
先
に
は
、
出
作
地
が
含
ま
れ
て
い
た
。

⒄
『
貝
塚
市
史
』
一
巻
（
大
阪
府
貝
塚
市
役
所
、
一
九
五
五
年
）。
近
木
庄
の
庄
入
用
に
お
け
る
用
水
関
係
費
は
、
入
用
銀
の
五
〇
％
を
超
え
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。

（
沢
村
西
番
庄
屋
）

⒅

算
用
・
割
付
の
審
議
は
、
各
庄
屋
宅
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
寛
政
三
年
の
日
記
に
は
、「
庄
支
配
割
沢
村
惣
八
方
ニ
割
有

之
、
源
太
夫
何
れ
出
席
」
と
あ
る
（
寛
政
三
年
「
日
記
」
け
│
三
四
、
一
二
月
二
日
）。

⒆
「
支
配
割
帳
」
に
は
、「
右
之
通
、
相
違
無
御
座
」
と
、
近
木
庄
庄
屋
・
年
寄
が
連
印
し
て
い
た
（
安
永
八
年
「
近
木
庄
支
配
割
帳
上
扣
へ
」
の
│

八
四
）。
麻
生
郷
の
「
支
配
割
帳
」
に
お
い
て
も
、「
麻
生
郷
庄
屋
・
年
寄
、
不
残
立
会
支
配
割
仕
候
」
と
帳
末
に
記
載
さ
れ
て
い
た
（
註
⒁
藤
本

前
掲
論
文
）。

（
畠
中
村
年
寄
）

（
畠
中
村
・
神
前
村
）

⒇

た
と
え
ば
、
村
入
用
帳
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
寛
政
四
年
の
日
記
に
は
、「
支
配
方
へ
市
郎
左
衛
門
罷
出
候
處
、
両
村
近
木
庄
大
池
高
掛
り
違
有

之
候
故
、
両
村
支
配
帳
御
下
被
成
候
事
」
と
あ
る
（
寛
政
四
年
「
日
録
」
け
│
三
四
、
一
一
月
八
日
）。

21

延
宝
七
年
「
郷
中
万
支
配
之
帳
」（『
熊
取
町
史
』
史
料
編
Ⅱ
、
熊
取
町
、
一
九
九
五
年
）。
郷
中
入
用
の
算
用
が
七
人
庄
屋
と
い
っ
た
一
部
の
庄

屋
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
天
明
期
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の
要
家
の
日
記
に

は
「
会
所
支
配
割
出
席
仕
」
と
あ
り
、
同
じ
く
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
に
は
「
会
所
支
配
割
源
之
丞
（
要
源
太
夫
倅
│
筆
者
註
）
出
岸
」
と
あ

る
。
天
明
期
、
要
家
は
ま
だ
七
人
庄
屋
に
就
任
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
郷
中
支
配
割
（
会
所
支
配
割
）
が
七
人
庄
屋
に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
（
天
明
三
年
「
日
記
」
け
│
一
、
天
明
八
年
「
日
録
」
け
│
三
五
）。
な
お
、「
出
岸
」
と
は
、
岸
和
田
に
出
勤
す
る

こ
と
を
示
す
。

22

寛
政
三
年
「
亥
支
配
割
賦
」（
け
│
二
〇
〇
│
二
│
五
〇
│
四
）
な
ど
。

23

宝
暦
一
二
年
「
支
配
帳
（
畠
中
村
）」（
さ
│
三
）。

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
三



24

志
村
洋
「
藩
領
国
下
の
地
域
社
会
」（
渡
辺
尚
志
編
『
新
し
い
近
世
史
』
四
巻
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）、
同
「
近
世
後
期
の
大
庄
屋
組

行
政
と
地
域
的
入
用
」（『
日
本
史
研
究
』
五
六
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

25

尼
崎
藩
領
で
は
大
仲
間
入
用
の
算
用
・
割
付
を
大
庄
屋
の
み
で
行
い
、
和
歌
山
藩
領
で
は
大
庄
屋
が
計
上
費
目
の
可
否
を
判
断
す
る
一
定
の
発
言

権
を
有
し
て
い
た
（
註
24
志
村
前
掲
論
文
）。

26

志
村
洋
「
近
世
大
庄
屋
制
研
究
の
現
状
と
課
題
」（
渡
辺
尚
志
編
『
近
世
地
域
社
会
論
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
、
序
章
の
第
二
節
）。

27

文
化
五
年
「
諸
用
留
」（
け
│
二
六
一
）。「
大
川
御
入
用
懸
り
銀
」（
国
役
銀
）
は
、
郷
会
所
よ
り
納
入
期
限
が
通
達
さ
れ
、
勘
定
所
の
「
金
蔵
」

に
一
村
単
位
で
納
入
さ
れ
た
。
受
領
書
は
、
郷
会
所
か
ら
一
村
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
年
貢
勘
定
目
録
は
庄
屋
・
年
寄
か
ら
代
官
（
代
官

手
代
）
に
提
出
さ
れ
、「
年
貢
米
納
方
目
録
」（
年
貢
皆
済
目
録
）
は
代
官
か
ら
一
村
ご
と
に
通
達
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
事
例
は
少
な
い
が
、
各

庄
単
位
で
願
書
が
藩
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
近
木
庄
王
子
村
は
、
年
貢
不
納
の
た
め
、
年
貢
未
納
分
の
立
替
を
「
庄
内
へ

無
拠
」
依
頼
し
た
が
、
そ
れ
で
も
年
貢
未
納
分
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
王
子
村
は
「
夥
敷
御
苦
労
ニ
奉
成
候
当
村
之
儀
ニ
御
座
候
故
、
直

ニ
御
願
茂
至
極
奉
恐
入
候
」
と
し
て
、「
近
木
庄
庄
屋
・
年
寄
中
」
に
藩
へ
の
拝
借
米
願
い
の
取
次
を
依
頼
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、

七
人
庄
屋
で
あ
る
要
家
が
取
次
を
す
る
こ
と
は
な
く
、「
近
木
庄
村
々
庄
屋
・
年
寄
共
」
↓
代
官
と
い
う
形
で
王
子
村
の
願
書
が
提
出
さ
れ
た

（
寛
政
三
年
「
願
書
」
み
Ｎ
一
│
一
六
│
一
│
一
、
同
「
乍
恐
願
書
」
み
Ｎ
一
│
一
〇
一
│
一
二
）。

28

安
永
五
年
「
御
用
銀
名
前
書
（
近
木
庄
）」（
ま
Ｃ
六
│
八
九
│
一
四
）、
天
明
七
年
「
御
拝
借
銀
村
々
江
割
渡
帳
（
近
木
庄
）」（
ね
Ａ
│
四
一
│

八
）。
な
お
、
安
永
期
、
御
用
銀
の
賦
課
・
徴
収
に
七
人
庄
屋
が
関
与
し
た
事
例
は
見
ら
れ
な
い
（
安
永
五
年
「
日
録
」
け
│
一
三
、
一
一
月
二

六
日
）。

29

文
化
期
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
畠
中
村
要
家
の
「
諸
用
留
」
に
は
、
触
書
（
藩
役
人
↓
郷
会
所
↓
村
）
の
写
し
と
同
時
に
、「
加
治
�
石
才
遣
ス
」

と
の
記
載
が
あ
る
（
文
化
五
年
「
諸
用
留
」
け
│
二
六
一
）。
そ
の
た
め
、
加
治
村
↓
畠
中
村
↓
石
才
村
と
い
う
伝
達
経
路
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
た
だ
し
、
堺
奉
行
巡
見
を
知
ら
せ
る
触
書
に
は
加
治
村
↓
畠
中
村
↓
沢
村
と
い
う
伝
達
経
路
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
触
書
の
伝
達

経
路
は
一
様
で
は
な
か
っ
た
（
文
化
七
年
「
諸
用
留
」
け
│
二
六
一
）。

30

た
と
え
ば
、
和
歌
山
藩
主
の
岸
和
田
藩
領
通
行
に
対
す
る
「
川
越
人
足
」
の
割
当
は
、
岸
和
田
藩
水
奉
行
の
指
示
を
受
け
た
郷
会
所
が
各
村
に
触

で
伝
達
し
て
い
た
（
文
化
六
年
「
諸
用
留
」
け
│
二
六
一
）。

31

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
に
は
、
畠
中
村
庄
屋
要
源
太
夫
・
浦
田
村
庄
屋
治
左
衛
門
が
久
保
村
了
簡
人
に
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
は
、
麻

生
中
村
南
番
庄
屋
庄
兵
衛
・
西
之
内
村
庄
屋
府
右
衛
門
が
麻
生
中
村
北
番
了
簡
人
に
就
任
し
て
い
た
（
寛
政
五
年
「
記
」
か
│
六
四
、
文
化
四
年

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
四



「
乍
恐
書
付
を
以
御
歎
キ
奉
申
上
候
」
み
Ｎ
三
五
│
一
│
五
│
一
）。
了
簡
人
へ
の
就
任
は
、
七
人
庄
屋
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
争

論
の
仲
裁
役
と
し
て
了
簡
人
が
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
荒
廃
村
落
の
復
興
請
負
人
│
│
た
と
え
ば
、
銀
主
と
の
交
渉
役
・
勘
定
帳
簿
の
取
調

役
│
│
と
し
て
了
簡
人
に
任
命
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

32

註
⑸
前
掲
熊
取
町
史
、
三
七
〇
頁
。『
熊
取
町
史
』
に
よ
れ
ば
、
両
中
家
は
一
五
ヶ
村
の
庄
屋
で
あ
っ
た
が
、
両
中
家
が
一
五
ヶ
村
全
て
の
年
貢

納
入
を
請
け
負
っ
て
い
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。

33
「
要
家
文
書
」
に
は
、
要
家
が
庄
屋
を
つ
と
め
た
、
畠
中
村
（
畠
中
村
新
町
）・
神
前
村
に
か
か
わ
る
人
別
手
形
し
か
残
存
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

（
畠
中
村
・
神
前
村
）

要
家
の
日
記
に
は
「
宗
門
御
改
、
長
楽
寺
ニ
而
石
才
村
・
橋
本
村
・
浦
田
村
・
加
治
村
・
当
両
村
御
改
」
と
あ
る
よ
う
に
、
要
家
が
他
領
の
沢
村

を
除
く
近
木
庄
一
一
ヶ
村
全
て
の
宗
門
改
め
に
立
ち
会
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
寛
政
三
年
「
日
録
」
け
│
三
四
、
二
月
一
七
日
）。

34

久
留
島
浩
「「
中
間
支
配
機
構
」
を
「
社
会
的
権
力
」
論
で
読
み
直
す
│
惣
代
庄
屋
と
大
庄
屋
の
「
間
」」（
久
留
島
浩
・
吉
田
伸
之
編
『
近
世
の

社
会
的
権
力
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）。

35

渡
辺
尚
志
編
『
近
世
地
域
社
会
論
』（
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

36

註
⑹
曽
我
前
掲
論
文
。
曽
我
友
良
氏
は
、
七
人
庄
屋
が
制
度
的
に
規
定
さ
れ
る
時
期
を
、
遅
く
と
も
享
保
期
だ
と
推
定
し
て
い
る
。
な
お
、
岡
部

宣
勝
の
入
封
当
初
は
、
七
人
庄
屋
と
い
う
名
称
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
註
⑷
前
掲
熊
取
町
史
で
は
、
七
人
庄
屋
の
う
ち
五
家
が

八
人
庄
屋
と
重
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
八
人
庄
屋
の
岸
久
左
衛
門
と
七
人
庄
屋
の
岸
六
右
衛
門
が
同
じ
家
で
あ
る
確
証
は
な
い
。

37

註
⑷
前
掲
熊
取
町
史
、
三
八
一
頁
。

38

文
化
三
年
「
享
保
十
五
庚
戌
年
佐
野
両
人
帯
刀
之
儀
ニ
付
堺
�
御
尋
之
趣
岸
�
被
仰
渡
候
ニ
付
委
細
書
付
指
上
候
留
之
内
書
抜
」（
け
│
一
一

六
）。
藤
田
家
・
吉
田
家
の
由
緒
も
こ
の
史
料
に
よ
る
。

39

註
⑴
鷲
見
前
掲
論
文
。

40
『
泉
南
市
史
』
史
料
編
（
泉
南
市
、
一
九
八
二
年
）、
六
六
三
頁
、
天
明
二
年
「﹇
格
式
願
書
・
達
﹈」（
と
│
三
三
二
│
一
六
│
一
）。

41

寛
政
三
年
「
源
太
夫
家
之
由
緒
書
」（
と
│
三
三
二
│
一
四
│
二
）。

42

宝
永
七
年
「
御
入
留
帳
与
﹇

﹈
之
覚
委
細
﹇

﹈」（
け
│
一
六
九
）。

43

註
41
前
掲
史
料
。

44

宝
永
七
年
「﹇
諸
役
免
許
状
﹈（
畠
中
村
庄
屋
源
太
夫
手
前
之
持
高
ニ
付
）」（
つ
│
一
四
）。
元
和
五
年
に
は
、
要
家
は
松
平
（
松
井
）
家
年
寄
か

ら
免
許
状
を
得
て
い
た
。
岡
部
宣
勝
入
封
後
の
一
七
世
紀
に
つ
い
て
は
、
免
許
状
が
紛
失
し
た
の
か
、
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
五



る
。
な
お
、
持
高
の
諸
役
免
除
は
要
家
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
権
で
あ
り
、
七
人
庄
屋
の
役
給
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。

45

註
⑴
鷲
見
前
掲
論
文
。

46

初
米
御
礼
と
は
、
毎
年
八
月
に
そ
の
年
最
初
に
収
穫
し
た
米
を
献
上
す
る
儀
礼
の
こ
と
で
あ
る
。

47

志
村
洋
「
大
庄
屋
の
身
分
格
式
」（
白
川
部
達
夫
・
山
本
英
二
編
『〈
江
戸
〉
の
人
と
身
分
２

村
の
身
分
と
由
緒
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇

年
）。

48

註
⑹
熊
谷
前
掲
論
文
、
吉
田
ゆ
り
子
『
兵
農
分
離
と
地
域
社
会
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）。

49

註
38
前
掲
史
料
。
堺
奉
行
所
の
帯
刀
人
調
査
も
こ
の
史
料
に
よ
る
。

50

尼
崎
藩
で
は
、
現
役
大
庄
屋
の
苗
字
帯
刀
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
岸
添
和
義
「
尼
崎
藩
の
大
庄
屋
制
度
に
つ
い
て
」『
地
域
史
研
究
』
三
五
巻
二

号
、
二
〇
〇
六
年
）。
和
歌
山
藩
の
地
士
制
度
に
つ
い
て
は
、
白
井
陽
子
「
近
世
後
期
に
お
け
る
紀
州
藩
の
地
士
に
つ
い
て
」（『
和
歌
山
の
歴
史

と
教
育
』
渡
辺
広
先
生
退
官
記
念
会
、
一
九
七
九
年
）、
註
24
志
村
前
掲
論
文
を
参
照
。

51

寛
政
五
年
「
日
録
」（
け
│
三
三
）、
七
月
一
八
日
。

52

な
お
、
佐
野
村
は
、
村
高
三
四
〇
〇
石
を
超
え
る
巨
大
な
村
で
あ
っ
た
た
め
、
中
通
り
と
は
別
に
一
つ
の
行
政
単
位
と
し
て
機
能
す
る
場
合
が
あ

っ
た
。
こ
の
点
、
村
高
二
〇
〇
〇
石
を
超
え
る
土
生
村
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
、
佐
野
村
は
中
通
り
、

土
生
村
は
加
守
郷
の
一
部
と
し
て
把
握
し
た
。
こ
れ
ら
は
、「
江
戸
時
代
に
於
け
る
農
事
調
査
書
」（『
和
泉
志
』
三
二
・
三
三
・
三
四
合
併
号
、

一
九
六
七
年
）
に
よ
っ
て
い
る
。

53

寛
政
四
年
「
日
録
」（
け
│
三
四
）、
一
一
月
一
四
日
。

54

寛
政
八
年
「
日
録
」（
け
│
一
八
九
）。「
国
�
願
書
」
に
関
す
る
記
述
は
こ
の
史
料
に
よ
る
。

55

郷
中
一
統
の
願
い
出
を
す
る
際
は
、
七
人
庄
屋
と
庄
惣
代
が
郷
中
一
統
の
願
書
を
作
成
・
提
出
す
る
た
め
、
郷
中
村
々
の
嘆
願
書
（
報
告
書
）
が

郷
会
所
に
集
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
嘆
願
書
は
、
一
村
ご
と
に
作
成
す
る
場
合
と
、「
庄
一
統
嘆
書
」
と
し
て
各
庄
ご
と
に
作

成
す
る
場
合
と
が
あ
っ
た
（
寛
政
八
年
「
日
録
」
け
│
一
八
九
）。

56

近
木
庄
の
場
合
で
は
、「
岸
め
し
や
ニ
而
庄
参
会
」
な
ど
、
岸
和
田
城
下
の
町
宿
や
地
蔵
堂
村
正
福
寺
で
庄
参
会
が
行
わ
れ
て
い
た
（
寛
政
三
年

「
日
録
」
け
│
三
四
、
一
二
月
二
三
日
）。

57
『
熊
取
町
史
』
史
料
編
Ⅱ
（
熊
取
町
、
一
九
九
五
年
）、
二
四
五
〜
二
五
七
頁
。
た
だ
し
郷
中
村
々
は
、
天
明
五
年
か
ら
寛
政
元
年
ま
で
の
間
に
完

（
寛
政
二
年
）

済
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
去
々
戌
暮
�
元
銀
拾
弐
年
」
賦
で
藩
に
返
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
六



58

寛
政
三
年
「
日
録
」（
け
│
三
四
）、
一
二
月
七
日
。

59

た
と
え
ば
、「
倹
約
申
合
等
有
之
候
得
共
、
不
参
多
、
〆
り
不
申
事
」（
寛
政
三
年
「
日
録
」
け
│
三
四
、
二
月
一
八
日
）、「
御
地
方
�
勘
弁
い
た

し
様
被
仰
付
、
今
日
不
参
多
〆
り
不
申
候
事
」（
同
、
一
〇
月
九
日
）、「
参
会
不
参
郷
も
有
之
、
〆
り
不
申
」（
寛
政
四
年
「
日
録
」
け
│
三
四
、

二
月
一
〇
日
）、「
大
ニ
不
参
故
、
〆
り
不
申
候
事
」（
同
、
閏
二
月
二
七
日
）。

60

註
40
前
掲
史
料
（
天
明
二
年
）。

61

寛
政
八
年
「
日
録
」（
け
│
一
八
九
）、
九
月
一
六
日
。

62

こ
う
し
た
傾
向
は
、
寛
政
元
年
以
降
に
一
層
明
確
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
俵
屋
新
田
次
郎
右
衛
門
は
他
所
帯
刀
を
得
て
い
た
が
、

領
内
で
の
特
権
免
許
│
│
特
に
苗
字
帯
刀
│
│
は
七
人
庄
屋
に
限
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）、
要
家
に

暑
寒
御
機
嫌
窺
い
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
異
例
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
（
註
42
前
掲
史
料
）。

63

註
⑷
前
掲
熊
取
町
史
に
お
い
て
熊
谷
光
子
氏
は
、
七
人
庄
屋
に
対
す
る
帯
刀
免
許
が
岸
和
田
藩
の
政
策
意
図
に
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
た
し
か
に
、「
帯
刀
人＝
武
士
」
は
裁
判
上
有
利
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大�

坂�

町�

奉
行
所
に
「
郷
士＝

帯
刀
人
」
と
し
て
届
け

出
て
い
た
の
が
両
中
家
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
な
ぜ
寛
政
元
年
に
七
人
庄
屋
が
一
斉
に
格
式
を
獲
得
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
一
度

問
い
直
す
必
要
が
あ
る
。

64

志
村
洋
「
近
世
後
期
の
地
域
社
会
と
大
庄
屋
制
支
配
」（『
歴
史
学
研
究
』
七
二
九
号
、
一
九
九
九
年
）。

【
付
記
】
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
、
曽
我
友
良
氏
（
貝
塚
郷
土
資
料
室
）
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
本
稿
は
、

日
本
学
術
振
興
会
平
成
二
六
年
度
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
│
│

寛
政
期
に
お
け
る
岸
和
田
藩
の
七
人
庄
屋

二
七


